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５月２日、臨時議会が開催された！ 

火災事故による影響で開設時期が大幅に遅れることとなった公益複合施設サウスピア関連の

議案審査を行うため、５月２日、さいたま市議会 臨時議会が開かれました。 

火災事故による建物への影響などを調査するために第三者機関として設置された検討委員会

は、外壁やサッシなどの仕上げ部材及び空調・電気などの設備部材については撤去・交換、柱や

梁などの鋼材及びコンクリートの強度については、判定基準を満足しているという診断結果を下

しました。この結果を受けて本市としては、来年１月４日の施設オープンを目指して補修工事に

取り掛かることを了承したいとのことです。 

そこで、議会としては、瑕疵担保責任の存続期間を十分に見込むことや施設建築物の構造部に

係る保障期間の延長、負担金の価額の見直しや損害賠償に係る UR（都市再生機構）との協議等

について、責任をもって進めることを求める決議を採択しました。 

 
 

会派を代表して賛成討論に臨む！ 
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〇サウスピア補修工事スケジュール 

５月７日～  補修工事 

11 月下旬  引渡し 

1 月 4 日   施設オープン 

 

〇今後の対応方針 

市としては、下記の 4 項目について、ＵＲに対し

て誠意を持った対応を求めて行く。 

損害賠償金額等の詳細については、現南区役所の解

体・引渡し時点までに合意できるよう協議する。 

 

１． 火災に関する瑕疵担保責任を負う期間の延長 

２． 施設建築物の構造躯体等に係る保障期間の延長 

３． 施設建築物に係る負担金の減額等 

４．スケジュールの大幅な遅延に伴う損害賠償 
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